
令 和 ２ 年 ５ 月 １ ８ 日

あきる野市新型コロナウイルス感染症対策本部

あきる野市新型コロナウイルス感染症対策本部の決定事項について

あきる野市新型コロナウイルス感染症対策本部において、下記のとおり決定した。

記

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言に伴う求職活動を事由とする

教育・保育給付認定の期間の運用の変更について

求職活動を事由とする教育・保育給付認定の期間（９０日間）について、この認定期間に緊

急事態宣言が発令されている令和２年４月７日から同年５月３１日までの期間が含まれ、こ

の認定期間満了後、引き続き求職活動により保育が必要な状況にあると認められる場合には、

その状況を確認の上、求職活動を事由とする教育・保育給付認定の期間（９０日間）を再認

定する。


